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(57)【要約】
【課題】シリンダに磁石が取り付けられる磁気粘性流体
緩衝器において、ピストンのストローク量に対して減衰
係数を連続的に変化させる。
【解決手段】非磁性体によって円筒形に形成され磁界の
作用によって粘性が変化する磁気粘性流体が封入される
シリンダ１０と、非磁性体によって形成されシリンダ１
０の内周との間に磁気粘性流体が通過可能な間隔をもっ
てシリンダ１０内に摺動自在に配置されるピストン２１
と、ピストン２１が連結されるピストンロッド２２と、
シリンダ１０内に磁界を作用させる磁石３０とを備え、
シリンダ１０は、その外周面に形成されに形成され軸方
向に向かってテーパ状に肉厚が変化するテーパ平面部１
５と、内周面に形成されるテーパ内周部２１６との少な
くともいずれか一方を有し、磁石３０は、テーパ平面部
１５，テーパ内周部２１６が形成される位置に対応して
シリンダ１０の外周に取り付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非磁性体によって円筒形に形成され、磁界の作用によって粘性が変化する磁気粘性流体
が封入されるシリンダと、
　非磁性体によって形成され、前記シリンダの内周との間に磁気粘性流体が通過可能な間
隔をもって前記シリンダ内に摺動自在に配置されるピストンと、
　前記ピストンが連結されるピストンロッドと、
　前記シリンダ内に磁界を作用させる磁石と、を備える磁気粘性流体緩衝器であって、
　前記シリンダは、その外周面と内周面との少なくともいずれか一方に形成され軸方向に
向かってテーパ状に肉厚が変化するテーパ部を有し、
　前記磁石は前記テーパ部が形成される位置に対応して前記シリンダの外周に取り付けら
れることを特徴とする磁気粘性流体緩衝器。
【請求項２】
　前記テーパ部は、前記ピストンロッドが前記シリンダ内へ進入する方向に向かって、前
記シリンダの肉厚が薄くなるように形成されることを特徴とする請求項１に記載の磁気粘
性流体緩衝器。
【請求項３】
　前記テーパ部は、前記ピストンロッドが前記シリンダ内に最も進入したときの前記ピス
トンの位置に対応して形成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の磁気粘性流体
緩衝器。
【請求項４】
　前記テーパ部は、前記シリンダの外周に凹状に形成され前記磁石が取り付けられるテー
パ平面部であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の磁気粘性流体緩
衝器。
【請求項５】
　前記シリンダは、その外周に凹状に形成され前記磁石が取り付けられる平面部を有し、
　前記テーパ部は、前記シリンダの内周に形成されるテーパ内周部であることを特徴とす
る請求項１から３のいずれか一つに記載の磁気粘性流体緩衝器。
【請求項６】
　前記テーパ部は、前記シリンダの外周に凹状に形成され前記磁石が取り付けられるテー
パ平面部と、前記シリンダの内周に形成されるテーパ内周部とであることを特徴とする請
求項１から３のいずれか一つに記載の磁気粘性流体緩衝器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁界の作用によって見かけの粘性が変化する磁気粘性流体を利用した磁気粘
性流体緩衝器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等の車両に搭載される緩衝器として、磁気粘性流体が通過する流路に磁界を作用
させ、磁気粘性流体の見かけの粘性を変化させることによって、減衰力を変化させるもの
がある。
【０００３】
　特許文献１には、磁気粘性流体が封入されたシリンダにおける軸方向の両端部に永久磁
石が取り付けられた磁気粘性流体ダンパが開示されている。この磁気粘性流体ダンパは、
シリンダの外周にヨーク材が設けられ、ピストンとピストンロッドの一部とが強磁性体で
形成されるものである。ピストンが中立領域に位置しているときには、永久磁石の磁力は
磁気粘性流体に作用しないが、ピストンが中立領域を越えてストロークしたときには、永
久磁石から、ピストンロッドとピストンとヨーク材とを介して磁気回路が形成される。こ
れにより、永久磁石の磁力がピストンとシリンダとの間の磁気粘性流体に作用し、磁気粘
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性流体の粘度が高くなって減衰係数が大きくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２３９９８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の磁気粘性流体ダンパは、ピストンが中立領域を越え
てストロークしたときに、永久磁石の磁力が磁気粘性流体に作用して減衰係数が大きく変
化するものである。即ち、この磁気粘性流体ダンパでは、ピストンが中立領域に位置する
ときと、ピストンが中立位置を越えたときとで、磁気粘性流体の粘度が段階的に変化する
。これにより、この磁気粘性流体ダンパの減衰係数は、シリンダ内を摺動するピストンの
ストローク量に応じて段階的に変化することとなる。
【０００６】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、シリンダに磁石が取り付けられ
る磁気粘性流体緩衝器において、ピストンのストローク量に対して減衰係数を連続的に変
化させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、非磁性体によって円筒形に形成され、磁界の作用によって粘性が変化する磁
気粘性流体が封入されるシリンダと、非磁性体によって形成され、前記シリンダの内周と
の間に磁気粘性流体が通過可能な間隔をもって前記シリンダ内に摺動自在に配置されるピ
ストンと、前記ピストンが連結されるピストンロッドと、前記シリンダ内に磁界を作用さ
せる磁石と、を備える磁気粘性流体緩衝器であって、前記シリンダは、その外周面と内周
面との少なくともいずれか一方に形成され軸方向に向かってテーパ状に肉厚が変化するテ
ーパ部を有し、前記磁石は前記テーパ部が形成される位置に対応して前記シリンダの外周
に取り付けられることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、シリンダの軸方向に向かってテーパ状に肉厚が変化するテーパ部がシリン
ダに形成され、テーパ部が形成される位置に磁石が取り付けられる。よって、シリンダ内
に封入される磁気粘性流体と磁石との距離は、テーパ部のテーパに倣って連続的に変化す
ることとなる。したがって、ピストンのストローク量に対して磁気粘性流体に作用する磁
界の強さが連続的にするため、減衰係数を連続的に変化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器の断面図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器の断面図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器の断面図である。
【図４】本発明の第１から第３の各実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器の作用を説明す
るグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００１１】
　（第１の実施の形態）
　まず、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器１００に
ついて説明する。
【００１２】
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　磁気粘性流体緩衝器１００は、磁界の作用によって粘性が変化する磁気粘性流体を用い
ることで減衰係数が変化可能なダンパである。磁気粘性流体緩衝器１００は、その減衰係
数が、ストローク量に応じて比例的に変化するように形成される。
【００１３】
　磁気粘性流体緩衝器１００は、磁気粘性流体が封入されるシリンダ１０と、シリンダ１
０内に摺動自在に配置されるピストン２１と、ピストン２１が連結されるピストンロッド
２２と、シリンダ１０の外周に固定されシリンダ１０内に磁界を作用させる磁石３０と、
を備える。
【００１４】
　シリンダ１０内に封入される磁気粘性流体は、磁界の作用によって見かけの粘性が変化
するものであり、油等の液体中に強磁性を有する微粒子を分散させた液体である。磁気粘
性流体の粘性は、作用する磁界の強さに応じて変化し、磁界の影響がなくなると元の状態
に戻る。
【００１５】
　シリンダ１０は、その両端に開口部を有する円筒状に形成される円筒部１１と、円筒部
１１における両端の開口部に取り付けられるヘッド部材１２とボトム部材１３とを備える
。
【００１６】
　円筒部１１は、一方の開口部における内周に形成される螺合部１１ａと、他方の開口部
における内周に形成される螺合部１１ｂとを有する。
【００１７】
　ヘッド部材１２の外周には、螺合部１１ａと螺合する螺合部１２ｂが形成される。円筒
部１１の内周とヘッド部材１２の外周との間には、シール部材１４ａが設けられ、シリン
ダ１０内の磁気粘性流体がシールされる。ヘッド部材１２には、ピストンロッド２２が挿
通する孔１２ａが形成される。
【００１８】
　同様に、ボトム部材１３の外周には、螺合部１１ｂと螺合する螺合部１３ｂが形成され
る。円筒部１１の内周とボトム部材１３の外周との間には、シール部材１４ｂが設けられ
、シリンダ１０内の磁気粘性流体がシールされる。ボトム部材１３には、ピストンロッド
２２が挿通する孔１３ａが形成される。
【００１９】
　シリンダ１０は、非磁性体によって形成される。これにより、シリンダ１０が磁路にな
ることが防止され、シリンダ１０内に封入された磁気粘性流体に効率的に磁場が作用する
ようにできる。
【００２０】
　シリンダ１０は、円筒部１１の外周面に設けられ軸方向に向かってテーパ状に形成され
て円筒部１１の肉厚を徐々に変化させるテーパ平面部１５を有する。磁気粘性流体緩衝器
１００では、テーパ平面部１５がテーパ部に該当する。
【００２１】
　テーパ平面部１５は、シリンダ１０における円筒部１１の外周面に凹状に形成される。
テーパ平面部１５は、１８０度間隔で二箇所に形成される。一対のテーパ平面部１５は、
矩形に形成され、互いに対向するように設けられる。テーパ平面部１５は、円筒状に形成
されるシリンダ１０の接線方向に形成される。
【００２２】
　テーパ平面部１５は、ピストンロッド２２がシリンダ１０内に最も進入したときのピス
トン２１の位置に対応する位置に対応してシリンダ１０の外周面に形成される。テーパ平
面部１５は、ピストンロッド２２がシリンダ１０内へ進入する方向に向かって、シリンダ
１０における円筒部１１の肉厚が薄くなるように形成される。
【００２３】
　テーパ平面部１５を形成するかわりに、シリンダ１０の外周面の曲面に沿って凹状に形
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成されるテーパ部を設け、テーパ部の曲面に沿った円弧状の形状に磁石３０を形成しても
よい。
【００２４】
　ピストン２１は、その外径がシリンダ１０における円筒部１１の内径より小さな円柱状
に形成される。つまり、ピストン２１は、シリンダ１０における円筒部１１の内周との間
に磁気粘性流体が通過可能な環状の間隔をもって形成される。
【００２５】
　ピストン２１がシリンダ１０内を軸方向に摺動すると、ピストン２１とシリンダ１０と
の間の間隔を磁気粘性流体が通過する。磁気粘性流体緩衝器１００は、ピストン２１とシ
リンダ１０との間の環状の間隔が絞りの役割をすることによって、減衰力を発生するもの
である。
【００２６】
　ピストン２１は、非磁性体によって形成される。これにより、ピストン２１に磁石３０
の磁界が直接作用することはなく、また、ピストン２１が片側に寄せられてフリクション
が増加することを防止できる。
【００２７】
　ピストンロッド２２は、ピストン２１と同軸になるように形成され、ピストン２１の中
心を挿通する。ピストンロッド２２は、ピストン２１と一体に形成される。ピストンロッ
ド２２をピストン２１と別体に形成して、ねじ等によって接合してもよい。
【００２８】
　ピストンロッド２２の一方の端部２２ａは、ヘッド部材１２の孔１２ａを挿通し、ヘッ
ド部材１２に摺動自在に支持されるとともに、シリンダ１０の外部へと延在する。ピスト
ンロッド２２の他方の端部２２ｂは、ボトム部材１３の孔１３ａを挿通し、ボトム部材１
３に摺動自在に支持される。
【００２９】
　このように、ピストンロッド２２は、ヘッド部材１２及びボトム部材１３に摺動自在に
支持されることによって、ピストン２１の外周面とシリンダ１０の内周との間に環状の間
隔があいていても、シリンダ１０内にて径方向にずれることなく軸方向に摺動可能である
。
【００３０】
　磁石３０は、その端面３１がシリンダ１０のテーパ平面部１５に対応した形状に形成さ
れる永久磁石である。磁石３０は、一対のテーパ平面部１５に各々取り付けられる。テー
パ平面部１５は、シリンダ１０の外周面に凹状に形成されるため、シリンダ１０の他の部
分と比較して薄肉である。よって、磁石３０の磁界がシリンダ１０内に封入される磁気粘
性流体に作用することを妨げない。
【００３１】
　磁石３０は、矩形に形成されるテーパ平面部１５に対応して、その端面３１が矩形にな
るような直方体状に形成される。この他にも、テーパ平面部１５を円形に形成して、磁石
３０を、その端面３１が円形になるような円柱状に形成してもよい。
【００３２】
　このように、シリンダ１０の外周面にテーパ平面部１５が形成されることによって、取
り付けられる磁石３０をシリンダ１０の外周面に対応した円弧状の形状に形成する必要は
なく、磁石３０の端面３１を平面状に形成することが可能となる。よって、磁石３０の加
工コストを低減できるとともに、シリンダ１０への磁石３０の取付性を向上できる。
【００３３】
　磁石３０は、互いに対向するように一対設けられる。一方の磁石３０は、シリンダ１０
のテーパ平面部１５と当接する端面３１がＮ極であり、他方の磁石３０は、シリンダ１０
のテーパ平面部１５と当接する端面３１がＳ極である。これにより、対向する一対の磁石
３０の間に直線的な磁界を発生させ、シリンダ１０内の磁気粘性流体に磁界を作用させる
ことを可能としている。
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【００３４】
　磁石３０を、テーパ平面部１５に取り付けられたときに、シリンダ１０の外径寸法に収
まる厚さの平板状に形成してもよい。この場合、磁石３０がシリンダ１０から外周に突出
しないため、磁石３０が設けられない通常の緩衝器と同様に用いることが可能である。例
えば、磁気粘性流体緩衝器１００の外周にコイルばねを取り付けて、スプリングダンパと
して用いることが可能である。
【００３５】
　磁石３０は、ピストンロッド２２がシリンダ１０内に最も進入したときのピストン２１
の位置に対応して配設される。つまり、図１では、磁石３０は、ピストン２１が最も下降
したときにピストン２１の外周に臨むように配設される。
【００３６】
　これにより、シリンダ１０内の磁気粘性流体は、磁石３０から離れた位置では、磁界の
影響が小さいため粘度が低く、磁石３０に近付くほど磁界の影響が大きくなり強磁性を有
する微粒子が集まることによって粘度が高くなる。
【００３７】
　また、磁石３０は、テーパ平面部１５に取り付けられるため、磁石３０とシリンダ１０
内の磁気粘性流体との距離は、軸方向の位置によって相違する。そのため、一対の磁石３
０間においても、シリンダ１０内の磁気粘性流体の粘度は、軸方向の位置によって相違す
ることとなる。
【００３８】
　具体的には、一対の磁石３０間では、テーパ平面部１５が形成されることによって、ピ
ストンロッド２２がシリンダ１０内に進入する方向に向かって、円筒部１１の肉厚が徐々
に小さくなる。そのため、テーパ平面部１５に取り付けられる磁石３０と、シリンダ１０
内の磁気粘性流体との間の距離は、テーパ平面部１５のテーパに倣って連続的に小さく変
化する。よって、磁気粘性流体の粘度は、ピストンロッド２２がシリンダ１０内に進入す
る方向に向かって徐々に高くなる。
【００３９】
　以上より、ピストンロッド２２がシリンダ１０内に進入する方向にストロークすると、
ピストン２１とシリンダ１０との間の間隔を通過する磁気粘性流体への磁石３０による磁
界の影響が徐々に大きくなる。これにより、シリンダ１０内に進入する方向へのピストン
ロッド２２のストローク量に応じて、磁気粘性流体の見かけの粘度が比例的に高くなる。
したがって、磁気粘性流体緩衝器１００の減衰係数は、ピストンロッド２２がシリンダ１
０内に進入するほど大きくなることとなる。
【００４０】
　ここで、図４を参照して、磁気粘性流体緩衝器１００における減衰係数の変化について
説明する。図４において、横軸は、シリンダ１０に対するピストンロッド２２の進入量で
あるストローク量［ｍ］であり、縦軸は、磁気粘性流体緩衝器１００の減衰係数［Ｎ・ｓ
／ｍ］である。
【００４１】
　磁気粘性流体緩衝器１００の減衰係数は、図４における直線Ａのように、比例的に大き
くなる。
【００４２】
　具体的には、ストローク量がＳminの状態からピストンロッド２２がシリンダ１０内に
進入してゆくと、減衰係数は比例的に大きくなり、ストローク量がＳmaxのときに減衰係
数が最大となる。これは、ピストン２１とシリンダ１０との間の環状の間隔における磁気
粘性流体の粘度が徐々に高くなるためである。
【００４３】
　このように、シリンダ１０にテーパ平面部１５が形成されることによって、シリンダ１
０内に封入される磁気粘性流体と磁石３０との距離は、テーパ平面部１５のテーパに倣っ
て連続的に変化することとなる。したがって、ピストン２１のストローク量に対して磁気
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粘性流体に作用する磁界の強さが連続的に変化するため、減衰係数を連続的に変化させる
ことができる。
【００４４】
　なお、テーパ平面部１５におけるテーパの角度を調整することで、ストローク量に対す
る減衰係数の変化率を調整することが可能である。
【００４５】
　以上の第１の実施の形態によれば、以下に示す効果を奏する。
【００４６】
　シリンダ１０の軸方向に向かってテーパ状に肉厚が変化するテーパ平面部１５が円筒部
１１に形成され、テーパ平面部１５が形成される位置に磁石３０が取り付けられることに
よって、シリンダ１０内に封入される磁気粘性流体と磁石３０との距離は、テーパ平面部
１５のテーパに倣って連続的に変化することとなる。したがって、ピストン２１のストロ
ーク量に対して磁気粘性流体に作用する磁界の強さが連続的に変化するため、減衰係数を
連続的に変化させることができる。
【００４７】
　（第２の実施の形態）
　以下、図２を参照して、本発明の第２の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器２００に
ついて説明する。なお、以下に示す各実施の形態では、前述した実施の形態と同様の構成
には同一の符号を付し、重複する説明は適宜省略する。
【００４８】
　第２の実施の形態では、シリンダ２１０の外周面に平面部２１５が形成され、シリンダ
２１０の内周にテーパ内周部２１６が形成される点で、前述した実施の形態とは相違する
。
【００４９】
　シリンダ２１０は、円筒部１１の外周面にシリンダ２１０の他の部分と比較して薄肉に
形成される一対の平面部２１５と、円筒部１１の内周に設けられ軸方向に向かってテーパ
状に形成されて円筒部１１の肉厚を徐々に変化させるテーパ内周部２１６とを有する。磁
気粘性流体緩衝器２００では、テーパ内周部２１６がテーパ部に該当する。
【００５０】
　平面部２１５は、シリンダ２１０における円筒部１１の外周面に凹状に形成される。平
面部２１５は、１８０度間隔で二箇所に形成される。一対の平面部２１５は、互いに平行
に対向するように設けられる。平面部２１５は、円筒状に形成されるシリンダ１０の接線
方向に平行な平面として矩形に形成される。一対の平面部２１５には、磁石３０が各々取
り付けられる。
【００５１】
　このように、シリンダ２１０の外周面に平面部２１５が形成されることによって、取り
付けられる磁石３０をシリンダ２１０の外周面に対応した円弧状の形状に形成する必要は
なく、磁石３０の端面３１を平面状に形成することが可能となる。よって、磁石３０の加
工コストを低減できるとともに、シリンダ２１０への磁石３０の取付性を向上できる。
【００５２】
　テーパ内周部２１６は、外周面に平面部２１５が形成された位置に対応してシリンダ２
１０の内周に形成される。テーパ内周部２１６は、ピストンロッド２２がシリンダ２１０
内に最も進入したときのピストン２１の位置に対応する位置に対応してシリンダ２１０の
内周に形成される。テーパ内周部２１６は、ピストンロッド２２がシリンダ２１０内へ進
入する方向に向かって、シリンダ２１０における円筒部１１の肉厚が薄くなるように形成
される。
【００５３】
　磁石３０は、テーパ内周部２１６が形成された位置に対応してシリンダ２１０の外周面
に形成される平面部２１５に取り付けられる。そのため、一対の磁石３０間では、ピスト
ンロッド２２がシリンダ１０内に進入する方向に向かって、円筒部１１の肉厚が徐々に小
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さくなる。即ち、磁石３０と、シリンダ１０内の磁気粘性流体との間の距離は、テーパ内
周部２１６のテーパに倣って連続的に小さく変化する。よって、ピストンロッド２２がシ
リンダ２１０内に進入する方向に向かって、磁石３０から磁気粘性流体に作用する磁界が
徐々に強くなるため、磁気粘性流体の粘度は徐々に高くなる。
【００５４】
　以上より、ピストンロッド２２がシリンダ２１０内に進入する方向にストロークすると
、ピストン２１とシリンダ２１０との間の間隔を通過する磁気粘性流体への磁石３０によ
る磁界の影響が徐々に大きくなる。これにより、シリンダ２１０内に進入する方向へのピ
ストンロッド２２のストローク量に応じて、磁気粘性流体の見かけの粘度が比例的に高く
なる。したがって、磁気粘性流体緩衝器１００の減衰係数は、ピストンロッド２２がシリ
ンダ１０内に進入するほど大きくなることとなる。
【００５５】
　磁気粘性流体緩衝器２００の減衰係数は、図４における直線Ｂのように、比例的に大き
くなる。磁気粘性流体緩衝器２００の減衰係数は、第１の実施の形態における磁気粘性流
体緩衝器１００の減衰係数と比較すると、ストローク量に対する増加率が小さい。これは
、磁石３０と磁気粘性流体との距離が徐々に近付くのと同時に、絞りの役割をするピスト
ン２１とシリンダ１０との間の環状の間隔が徐々に大きくなるためである。
【００５６】
　磁気粘性流体緩衝器２００では、ピストン２１とシリンダ１０との間の環状の間隔が大
きくなることによる影響と比較して、磁石３０が近付くことによって磁気粘性流体の粘度
が高くなることによる影響の方が大きい。これにより、磁気粘性流体緩衝器２００の減衰
係数は、ストローク量に対して比例的に大きくなる。
【００５７】
　以上の第２の実施の形態によれば、シリンダ２１０にテーパ内周部２１６が形成される
ため、シリンダ２１０内に封入される磁気粘性流体と磁石３０との距離は、テーパ内周部
２１６のテーパに倣って連続的に変化することとなる。したがって、ピストン２１のスト
ローク量に対して磁気粘性流体に作用する磁界の強さが連続的に変化するため、減衰係数
を連続的に変化させることができる。
【００５８】
　（第３の実施の形態）
　以下、図３を参照して、本発明の第３の実施の形態に係る磁気粘性流体緩衝器３００に
ついて説明する。
【００５９】
　第３の実施の形態では、シリンダ３１０の外周面にテーパ平面部１５が形成されるとと
もに、シリンダ３１０の内周にテーパ内周部２１６が形成される点で、前述した実施の形
態とは相違する。
【００６０】
　シリンダ３１０は、円筒部１１の外周面に設けられ軸方向に向かってテーパ状に形成さ
れて円筒部１１の肉厚を徐々に変化させるテーパ平面部１５と、円筒部１１の内周に設け
られ軸方向に向かってテーパ状に形成さて円筒部１１の肉厚を徐々に変化させるテーパ内
周部２１６とを有する。磁気粘性流体緩衝器３００では、テーパ平面部１５とテーパ内周
部２１６とがテーパ部に該当する。
【００６１】
　磁気粘性流体緩衝器３００の減衰係数は、図４における直線Ｃのように、比例的に大き
くなる。磁気粘性流体緩衝器３００の減衰係数は、ストローク量に対する増加率が、第１
の実施の形態における磁気粘性流体緩衝器１００の減衰係数と比較すると小さく、第２の
実施の形態における磁気粘性流体緩衝器２００と比較すると大きい。
【００６２】
　これは、テーパ内周部２１６が形成されることによって、磁石３０と磁気粘性流体との
距離が徐々に近付くとともに、絞りの役割をするピストン２１とシリンダ１０との間の環
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と磁気粘性流体との距離が更に近付くためである。
【００６３】
　以上の第３の実施の形態によれば、シリンダ３１０にテーパ平面部１５とテーパ内周部
２１６とが形成されるため、シリンダ２１０内に封入される磁気粘性流体と磁石３０との
距離は、テーパ平面部１５とテーパ内周部２１６とのテーパに倣って連続的に変化するこ
ととなる。したがって、ピストン２１のストローク量に対して磁気粘性流体に作用する磁
界の強さが連続的に変化するため、減衰係数を連続的に変化させることができる。
【００６４】
　以上のように、第１の実施の形態では、テーパ部としてシリンダ１０の外周面にテーパ
平面部１５が形成される。第２の実施の形態では、テーパ部としてシリンダ１０の内周に
テーパ内周部２１６が形成される。第３の実施の形態では、テーパ部としてシリンダ１０
の外周面と内周との双方にテーパ平面部１５とテーパ内周部２１６とが形成される。
【００６５】
　このように、シリンダの外周面と内周面との少なくともいずれか一方にテーパ部を形成
すれば、シリンダの肉厚は軸方向に向かってテーパ状に変化し、ピストン２１のストロー
ク量に対して磁気粘性流体に作用する磁界の強さが連続的に変化するため、減衰係数を連
続的に変化させることができる。
【００６６】
　本発明は上記の実施の形態に限定されずに、その技術的な思想の範囲内において種々の
変更がなしうることは明白である。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明に係る磁気粘性流体緩衝器は、車両などに搭載される緩衝器として利用すること
ができる。
【符号の説明】
【００６８】
１００　　磁気粘性流体緩衝器
１０　　　シリンダ
１１　　　円筒部
１５　　　テーパ平面部（テーパ部）
２１　　　ピストン
２２　　　ピストンロッド
３０　　　磁石
３１　　　端面
２００　　磁気粘性流体緩衝器
２１０　　シリンダ
２１５　　平面部
２１６　　テーパ内周部（テーパ部）
３００　　磁気粘性流体緩衝器
３１０　　シリンダ
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